
       仙北市農業委員候補者及び仙北市農地利用最適化 

       推進委員候補者の推薦・募集要項 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）の一部が改正(平成28年４月１日施行)

され、農業委員会の重点業務として、｢農地等の利用の最適化の推進｣が必須業務として位置

づけられました。農業委員の選出方法も選挙による公選制から市長が議会の同意を得て任命

する方法に変更され、また、新たに、農地等の最適化の推進のための現場活動を行う、農地

利用最適化推進委員が新設されました。これに伴い、平成29年12月19日任期満了となり改選

となる農業委員と新たに農地利用最適化推進委員を募集します。 

 

１ 推薦及び募集の対象 

 (1) 農業委員会委員候補者 

 (2) 農地利用最適化推進委員候補者 

２ 募集期間 

  平成２９年６月２０日(火)～７月１９日(水)まで必着 

３ 推薦及び応募の資格 

 (1) 推薦を受ける者又は応募できる者は、次のいずれかに該当する方です。 

  ① 農業委員候補者 

    農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の  

 農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者 

  ② 農地利用最適化推進委員候補者 

    農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、担当する区域におい  

 て、農地等の利用の最適化の推進のための活動ができる者 

  ※ いずれも、法令等により農業委員または農地利用最適化推進委員と兼職が禁止  

 されている職にない者 

 (2) 次のいずれかに該当する者は、委員となることができません。 

  ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることが  

 なくなるまでの者 

４ 推薦及び募集の方法 

 (1) 農業委員候補者 



  ① 推 薦 

   (ア) 農業者等が農業委員候補者を推薦する場合は、農業者等３名が推薦者とな  

   り、当該代表者が推薦する場合(様式第１号)により必要事項を記入し、記名    

 押印のうえ市長に提出してください。 

   (イ) 団体等が農業委員候補者を推薦する場合は、(様式第１号)に必要事項を記  

   入し、記名押印のうえ市長に提出してください。 

  ② 応募 

    農業委員候補者として自ら応募しようとする者は、所定の届出書(様式第２号)  

 に必要事項を記入し、記名押印のうえ市長に提出してください。 

 (2) 農地利用最適化推進委員候補者 

    ① 推 薦 

    農業者等及び団体等が農地利用最適化推進委員候補者を推薦する場合は、推薦  

 者が所定の推薦書(様式第１号)により必要事項を記入し、記名押印のうえ農業委   員

会会長に提出してください。 

  ② 応 募 

        農地利用最適化推進委員候補者として自ら応募しようとする者は、所定の応募  

 申請書(様式第２号)に必要事項を記入し、記名押印のうえ農業委員会会長に提出   し

てください。 

 (3) 提出先 

    仙北市農業委員会事務局(西木庁舎)に提出してください。なお、郵送による提出 

  も可能です。また、提出された候補者推薦書及び候補者応募書に記載された事項は、   

  住所事項を除き、全て公表となりますのでご承知ください。 

５ 候補者の選考 

  推薦及び応募による候補者の総数が「８ 定数」に掲げる定数を超えた場合又は市 長

若しくは農業委員会会長が必要と認めた場合は、｢仙北市農業委員会候補者評価委員 会」

及び｢仙北市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会」によりそれぞれの候補者 を選考

します。必要に応じて面接を実施する場合があります。 

６ 選考結果の通知 

  選考結果は、平成29年８月下旬までに本人及び推薦者に郵送で通知します。 

７ 個人情報の取り扱い 

  推薦及び募集により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意するとと も



に、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。 

８ 定 数 

 (1) 仙北市農業委員会委員  １７人 

 (2) 仙北市農地利用最適化推進委員  ２０人 

 農地利用最適化推進委員が担当する地区割表 
 

  地域  番号  担当区域  人 数  

 田沢湖 

 ９人 

 １  田沢湖玉川、田沢湖田沢、   １ 

 ２  田沢湖生保内、田沢湖潟   ２ 

 ３  田沢湖刺巻、   １ 

 ４  田沢湖小松、田沢湖角館東前郷、   １ 

 ５  田沢湖岡崎、   １ 

 ６  田沢湖神代、   １ 

 ７  田沢湖梅沢、   １ 

 ８  田沢湖卒田、   １ 

 角 館 

 ６人 

 １  角館町、角館町岩瀬町、角館町裏町、角館町歩行町、角館町 

 小勝田、角館町表町上丁、角館町上新町、角館町川原町、角 

 館町川原、角館町小人町、角館町下岩瀬町、角館町下新町、 

 角館町下中町、角館町竹原町、角館町田町上丁、角館町田町 

 下丁、角館町中町、角館町七日町、角館町西勝楽町、角館町 

  １ 

    東勝楽町、角館町細越町、角館町山根町、角館町横町、角館 

 町表町下丁、 

  

   



 ２  角館町雲然、   １ 

 ３  角館町下延、角館町八割、   １ 

 ４  角館町白岩、角館町広久内、角館町薗田、   １ 

 ５  角館町西長野、   １ 

 ６  角館町山谷川崎、   １ 

 西 木 

 ５人 

 １  西木町上桧木内、西木町桧木内、   ２ 

 ２  西木町西明寺、西木町小山田、   １ 

 ３  西木町門屋、西木町上荒井、   １ 

 ４  西木町小渕野、西木町西荒井、   １ 

 

９ 任 期 

 (1) 仙北市農業委員会委員 任命の日(平成29年12月20日)から３年 

 (2) 仙北市農地利用最適化推進委員 委嘱の日から農業委員会委員の任期満了日まで 

１０ 主な職務 

 (1) 仙北市農業委員会委員 

    農地転用、農地の無断転用の防止・解消などの農地法等に基づいて農業委員会の 

  権限に属する事項についての活動・審議等のほか、農地利用の集積・集約化、耕作     

放棄地の発生防止・解消などの農地利用の最適化に関する事項について活動・審議     等が

主な職務となります。会議は、毎月１回(毎月７日頃)程度の開催となります。     また、必

要に応じ研修会等に出席していただく場合があります。 

 (2) 仙北市農地利用最適化推進委員 

       農地の無断転用の防止・解消などを図るための調査等のほか、農業者や農業者が  



 組織する団体等と話し合いを行い、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防     止・

解消などを推進するための調査等が主な職務となります。会議は、毎月１回(毎     月７日

頃)程度の開催となります。また、必要に応じ研修会等に出席していただく      場合があり

ます。 

１１ 身分及び報酬額 

  いずれも地方自治法第203条の２に規定する特別職の非常勤で、仙北市特別職の職 員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき報酬を支給しま す。 

１２ その他 

  選考にあたっての透明性及び公平性を確保するため、受付期間の中間及び期間終了 後

に仙北市のホームページ等で提出のあった推薦及び応募に係る書類をもとに以下の 内容

を公表します。  

  (1) 推薦した者の氏名、職業及び年齢(推薦した者が法人又は団体である場合は、名      

称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法     人又

は団体の性格を明らかにする事項） 

 (2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営   

 の状況 

 (3) 推薦を受けた者又は応募した者が認定農業者等であるか否かの別 

 (4) 推薦又は応募の理由 

 (5) 推薦を受けた者又は応募した者が法第19条第１項の規定により農地利用最適化  

 推進委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別 

 (6) 推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数 

 (7) 応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数 

 

 

 

 

 

 
 

 申込方法  

 



１ 他薦(農業者等又は農業者等が組織する団体等の推薦）又は自ら応募。 

  所定の｢推薦届出書｣(様式第１号）又は｢応募書｣(様式第２号)に必要事項を記入のう え、

以下の方法によりお申し込みください。 
 

 申込先  申込方法  申込場所及び宛先 

 仙北市農業委員会  ①直接持参※ 

 ②郵送【必着】

 ①仙北市西木庁舎 ２階 

 ②宛先：末尾記載の農業委員会事務局 

 

 ※ 直接持参する場合は、受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで  

となります。郵送の場合は、７月１９(水)日午後５時１５分まで必着です。 

２ 募集案内及び申込に必要な書類は、農業委員会事務局、田沢湖庁舎・角館庁舎各地 域

センター及び出張所窓口で配布しております。また、市ホームページ（農業委員会 のペー

ジ）からもダウンロードできます。 

 
 

 注意事項  

 

   １ 農業委員との兼務はできません。 

    ２ 応募者については、次の事項について関係機関等へ確認をし、選考を行います。 

  (1) 農業経営の状況等 

  ３ 申込書は理由の如何を問わず返却しませんので、ご承知おきください。 

  ４ 推薦、応募及び面接等に係る経費は、全て各自の負担となります。 

 

 

 

 

 
 

 農業委員会等に関する法律及び農業員会が所掌する事務 ※ 必読願います。  

 



１ 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の目的 

  この法律は、｢農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組 織

及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もって農業の 健全な

発展に寄与すること」を目的としています。 

 

２ 農業委員会が所掌する事務(必須業務) 

  農業委員会が処理する事項には、主に次のものがあります。 

（1） 農地法(平成27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させられた   農

地等の利用関係に関する事項 

（2） 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農     

林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成５年法律第72号)農山      漁村

の活性化のための定住等及び地域交流間の促進に関する法律(平成19年 法律      第４８号)

及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生エネルギー電気の発電の      促進に関する

法律(平成25年法律第81号)によりその権限に属された事項 

（3） 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させら   れ

た農地等の交換分合及びこれに付随する事項 

（4） 農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確     

 保並びに農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新     た

に農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高     度化

の促進に関する事項）に関する事項     

 
 

    《お問い合わせ・郵送での申込先》 

     仙北市農業委員会事務局 

     〒014-0592 仙北市西木町上荒井字古堀田47番地 西木庁舎 2階 

                   電 話 ０１８７－４３－２２０９ 

                   ＦＡＸ ０１８７－４７－２１１６ 

 

 

  

 


